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大妻国文 第47号 二〇一六年三月

『経典釈文』 と 『全経大意』

高 橋 均

まえがき

平安末以来､ 中国の古典､ とりわけ経書を読む時に人々がもっとも活用した

書物の一つとして 『経典釈文』 を挙げることに､ 異論はないであろう｡ そのこ

とは藤原頼長の 『台記』 の記事をはじめとして､ 経書に数多くの経典釈文の

｢音義｣ が書き入れられていることからもうかがい知ることができる｡ 経書を

読む人々は､ 初めてみる文字や難解な文章に出会ったとき､ その文字について

の音や意味､ さらにはテキストによる文字の異同を､ この経典釈文によって知っ

たのであった｡ しかも経典釈文は､ ｢経｣ ばかりでなく ｢注｣ にまで音義を施

していたから､ 経を注によって説き明かそうと試みる人にとってきわめて有用

な書物となった｡ ところで経典釈文は音義のこうした実用的な側面ばかりでな

く､ 経典の概要を記す ｢序録｣ 部分もまた有用なものであった｡ わが国におけ

る経典釈文受容の様相は､ 音義部分については経書などへの書き入れを通じて

知ることができるのであるが､ 序録については､ あまり知ることができなかっ

た｡ ここに近年後藤昭雄氏によって見出された 『全経大意』 という資料がある
(１)

｡

この全経大意は､ 経典釈文と､ より限定すれば序録とかかわる資料といえる｡

全経大意を通じて､ 経典釈文がどのようにわが国に受けいれられたかというこ

とを明らかにするゆえんである｡
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一 『全経大意』 の構成と 『経典釈文』

(１) 『全経大意』 という資料

全経大意の大要は､ 『周易』 『尚書』 『毛詩』 『周礼』 『儀礼』 『礼記』 『春秋』

『公羊伝』 『穀梁伝』 『論語』 『孝経』 『老子経』 『荘子』 の十三種の経書を取りあ

げ､ ①その各書について巻数と構成を記し､ ②それぞれの書について数点に及

ぶ基本的注釈書を択び､ ③概要 (周易､ 尚書以下の各書について､ 正義序､ 義

疏序､ 序録などから長短取り混ぜた文を引いて排列する) を記したものである｡

論述の便宜上､ ②の注釈書を記した部分を ｢書目｣ と名づけ､ ③の概要を記し

た引用文部分を ｢引文｣ と名づけることとする｡

全経大意がわが国で編纂された資料であることはすでに後藤氏に言及があり､

わたしも記述の形式などからそのように考える
(２)

が､ 残念ながら編纂した人の名

は明らかではない｡ その資料を一言でいえば､ 日本人の手によって鎌倉時代に

編纂された､ 体系的にきわめて整った ｢中国学研究導論｣ といえるであろう｡

ここでわたしが中国学研究導論というのは､ その書の内容が経書解読のための

基本的方法を示すことを目的としているからである｡ そして経書解読のための

基本的な方法を示すという点において､ 全経大意撰述の目的が､ 経典釈文序録

に通じるものがあるとみる
(３)

｡ もちろん全経大意は､ 経典釈文序録の ｢序｣ ｢条

例｣ ｢次第｣ ｢註解伝述人｣ というように整った構成をもつものではないが､ そ

の撰述意図について共通するとみるのである｡ さらに経典釈文序録と通じると

いう点では､ 全経大意の枠組み､ 構成､ 資料なども序録に多く依拠して撰述さ

れていると指摘できる｡ ここでは主として後者の全経大意の枠組み､ 構成､ 資

料について経典釈文序録との共通点を明らかにしてゆきたい｡

(２) 『経典釈文』 と 『全経大意』 とのかかわり

全経大意の枠組み､ 構成､ 資料などが経典釈文に多く依拠して撰述されてい

るとみる理由をまとめると､ 次の三点となるであろう｡

①経典釈文所収の十四種の経書と全経大意が択んでいる十三種の経書の共
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通性｡

② ｢書目｣ で､ 各経の注釈のひとつとして経典釈文を挙げていること｡

③ ｢引文｣ は正義・疏､ 義疏から多く引くが､ 経典釈文序録からも引いて

いること｡

経典釈文は十四種の経書から構成され､ 全経大意は対象として十三種の経書を

択んでいる｡ その経書の共通することからみて､ 全経大意の択んだ十三種の経

書は経典釈文を模したものと考えられるが､ それでは十四種と十三種という差

はどうして生じたのであろうか｡ また全経大意は､ その書目のすべてに経典釈

文を挙げている｡ このことは､ 日本の中国学研究史においてどのような意味を

もつのか｡ さらに引文に経典釈文序録を引くことは､ 全経大意の撰述者が序録

の持つ意味を認識していたからであろうか｡ そうした経典釈文と全経大意との

かかわりを明らかにするために､ まず取りあげなければならないのが､ ①の経

典釈文所収の十四種の経書と全経大意が択んでいる十三種の経書の関係であろ

う｡

(３) 『経典釈文』 に収める十四種の経書と 『全経大意』 が択んだ十三種の経書

経典釈文が取りあげた十四種の経書は次のようである｡

周易､ 尚書､ 毛詩､ 周礼､ 儀礼､ 礼記､ 春秋左氏､ 公羊､ 穀梁､ 孝経､ 論

語､ 老子､ 荘子､ 爾雅

それに対して先にも記したが､ 全経大意が取りあげている十三種の経書は､ 次

のようである｡

周易､ 尚書､ 毛詩､ 周礼､ 儀礼､ 礼記､ 春秋左伝､ 公羊伝､ 穀梁伝､ 論語､

孝経､ 老子､ 荘子､

両者の記述を比較すると､ その違いは次の二点になろう｡

①経典釈文に収められている爾雅が､ 全経大意には収められていない｡

②経書排列の順序が､ 経典釈文は ｢孝経→論語｣ とし､ 全経大意は ｢論語

→孝経｣ とする｡

①②に記したような違いは､ 全経大意が拠りどころにしたのが経典釈文ではな

くて､ なにか他の資料によったためであろうか｡
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まず①の全経大意に爾雅が収められていないことについて考えてみよう｡ 残

念ながら今その明確な理由を知ることはできないが､ ここに間接ながらそのこ

とを解き明かす先例がある｡ それは全経大意に先立って作られている､ 藤原頼

長 (1120 1156) の七年間にわたる厖大な読書記録の分類である
(４)

｡ 頼長は､

『台記』 の康治二年九月二九日条に､ この日までに読んだ1030巻にのぼる書物

を整理して記している｡ 彼は1030巻を ｢経家｣ ｢史家｣ ｢雑家｣ に大分類し､ さ

らに ｢経家｣ 362巻を､ ｢尚書､ 毛詩､ 周礼､ 儀礼､ 礼記､ 左伝､ 公羊､ 穀梁､

孝経､ 論語､ 老子､ 荘子､ 経典釈文｣ の順で分類し排列したのである｡ 頼長の

この経家362巻の分類は､ まさに経典釈文序録を根拠としているはずである｡

というのも､ 頼長は読書記録を分類するより前に経典釈文序録を読んでいて､

そのことは､ 『台記』 の康治元年 (1142) 八月二三日条に次のように記される

からである｡

經典釋文巻第一序録､ 於宇治宿見了｡

さらに翌康治二年九月二九日条に書かれた ｢一年所學｣ に

經典釋文七巻 康治二年､ 序録一巻首付､ 左傳六巻､ 勘付本書

とあるから､ 翌年も経典釈文七巻を読んでいる｡ その時期を台記で見ると､ 康

治二年の二月に左伝釈文六巻を読み､ 同じく康治二年に前年に引き続いて序録

一巻､ 合わせて七巻を読んでいることがわかる｡ かれが読書記録の分類を作る

前に､ 序録を長い時間をかけて読んでいること､ そして読書記録の分類項目の

類似からみて､ この分類は序録に従っているとみるのである｡ この読書記録に､

経典釈文に見える 『周易』 が記されていないのは､ この時までに彼がまだ周易

を読んでいないためである｡ また､ 分類の末尾に経典釈文を記すのは､ それを

経家の書と見るほどに重んじているからであろう｡ ところが頼長のこの分類に

は､ 経典釈文には収められている爾雅が入っていない｡ 彼の分類で爾雅はどこ

に入っているかといえば､ ｢雜家｣ の中に､ 『孔子家語』 『孟子』 『同音義』 『五

行大義』 『御覧』 などと合わせて入れている｡ 爾雅については､ 経典釈文の

｢序録條例｣ に ｢爾雅本釋墳典､ 字讀須逐五經｣ と記され､ 同じく ｢序録次第｣

にも ｢爾雅周公､ 復爲後人所益､ 既釋於經､ 又非□□□次｣ などと記されるよ

うに､ 経典釈文序録は経書に準ずる典籍とみなしている｡ 頼長は康治元年八月
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以来､ 丹念に序録を読んでいるから､ 序録に記されるように爾雅が経書に位置

づけられ､ 五経を読む際の必須の資料であることは知っていたはずで､ それに

もかかわらず経家ではなくて雑家に属させている｡ なぜ雑家なのか｡ 台記には

そのことを明らかにするような記述は見えないが､ 頼長の当時､ 爾雅を雑家に

属させる相応の理由が存在し､ そうした考えに従っているということはいえそ

うである
(５)

｡ そうであれば爾雅を除いている全経大意の枠組みは､ 頼長以来の爾

雅の位置づけに従ったということがいえるのではなかろうか｡

また②の孝経と論語の排列順序が異なることは､ 『漢書』 ｢芸文志｣ 以来､ 論

語→孝経の順に排列されてきたものが､ 『隋書』 ｢経籍志｣ に至って､ その排列

が孝経→論語の順に変更され､ それ以後の目録類はすべてこれに従うようになっ

たからであろう
(６)

｡ そして経典釈文もまた隋書経籍志などの考えに倣って､ 孝経

→論語の順に排列したものと考えられる｡ しかしその一方日本では､ 論語→孝

経という従来からの順序の排列が守られていた
(７)

｡ この点を頼長についていえば､

彼は明らかに序録に従って孝経→論語の順で書籍を分類している｡ そのかぎり

では､ 頼長は中国の最新の学問の動向を摂取するのにきわめて敏感であったと

いえる｡ 一方全経大意についていえば､ 大枠としては経典釈文序録に依拠しな

がらも､ 爾雅の扱い､ 孝経､ 論語の排列順序については日本の従来の考えに従っ

ている､ ということがいえるようである｡ これらの問題については､ 後でもう

一度触れることにする｡

ところで以上述べてきたことは､ 経典釈文序録と全経大意との差異であった

が､ 両者に共通する点として注目されるのが､

③全経大意は､ 経典釈文序録と同じく老子､ 荘子を収めている｡

という点である｡ 先の①②が経典釈文の序録に依拠しながらも､ それを部分的

に改めているのに対して､ ③のように老子､ 荘子を経書に合わせることは､ 経

典釈文序録に依拠することなしには､ 頼長も全経大意も思いつかないことでは

なかったろうか｡ なぜなら漢書芸文志以来､ 日本人が見てきた目録類は､ すべ

て経書と老子､ 荘子などの子書とをはっきり区別しているはずだからである｡

今見ることができる資料では､ そして多分当時においても､ 唯一経典釈文だけ

が､ 経書に子書である老子､ 荘子を合わせているからである
(８)

｡ この点は､ 全経
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大意が経典釈文序録の枠組みにもとづいて構成されていることを証拠立てるは

ずである｡ このようにみてくると､ 経典釈文序録との差異を示す①②､ 経典釈

文によった③のいずれについても､ 全経大意が経典釈文序録との間に強いかか

わりがあったことを示している｡

全経大意が経典釈文序録とかかわりを持つことが明らかになったが､ 先にも

触れたように､ 頼長は経典釈文の序録を読み､ それによって自らの読書記録を

整理分類している｡ 頼長にとって経典釈文序録が記す十四種の経書は､ そのま

ま学問の体系であった｡ それでは頼長以来､ わが国ではその学問の体系は､ ど

のように構想されてきたのかということに視点を移してみよう｡

(４) 『経典釈文』 ｢序録｣ にもとづいて学問の体系を作った人と時代

すでに触れたように､ 経典釈文序録を学び､ それを自らの学問に応用して学

問の体系を作ったのは､ 藤原頼長であった｡ 彼はその厖大な読書記録を釈文序

録の体系によって整理し､ ｢経家｣ 362巻を､ ｢尚書､ 毛詩､ 周礼､ 儀礼､ 礼記､

左伝､ 公羊､ 穀梁､ 孝経､ 論語､ 老子､ 荘子､ 経典釈文｣ の順で排列し記して

いる｡ そして､ 爾雅を経家に属させないで雑家に属させたことは､ 釈文序録の

記述とは異なるが､ 老子､ 荘子を経家に収めていることは､ そのまま序録と一

致する｡ このように彼は､ ほぼ経典釈文の序録に従って学問の体系を考えてい

たのである｡

頼長に続くものとして､ 鎌倉初期から中期のころ編纂された
(９)

といわれる 『二

中歴』 の記事を見てみよう｡ そこには ｢經史歴 十三經｣ として次のように記

される｡

詩書礼易傳五經 公羊穀梁并七經 周礼儀礼是九經 論語孝經十一經 老

子荘子十三經

今案､ 老子荘子非全經数､ 又詩書礼樂易春秋謂之六經

初めに五経が ｢詩､ 書､ 礼､ 易､ 伝｣ の順序で排列され､ その五経に公羊､ 穀

梁を加えて七経とし､ その七経に周礼､ 儀礼を加えて九経とし､ その九経に論

語､ 孝経を加えて十一経とする経の排列順序は､ 序録､ 頼長の分類と異なる｡

また論語→孝経の排列順序も､ 序録や頼長の分類と異なる｡ しかしその十一経
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に老子､ 荘子を合わせて十三経とし､ 爾雅が除かれている点では頼長の分類と

一致する｡ 頼長の分類が各書の排列を含めて釈文序録に近いことと比べると､

収められる十三種の経書は同じでも､ 排列順序に明らかな異なりがある｡ その

点で､ 二中歴が経典釈文序録とかかわるのは､ 序録とは異なる排列の十一経に､

老子､ 荘子が加えられている点だけといえよう｡ 注目すべきはここに記される

注記で､ ｢思うに､ 老子､ 荘子は全経には入らない｣ とあることで､ 当時の日

本に､ 老子､ 荘子を経書に合わせるこの十三経に､ 異論が存在したことが知ら

れる｡

次に､ 藤原孝範 (1158 1233) によって､ 貞永 (1232) 頃に撰述されたとい

われる 『明文抄』 五 ｢文事部｣ の記事がある｡ 次のようである｡

七經 孝經 �記 毛詩 尚書 論語 周易 左傳

釋奠講書次第如此

十三經 毛詩 尚書 �記 周易 左傳 周� 儀� 公羊 穀梁 論語 孝經 老子 荘子

匡房卿説云､ 除老子可加爾雅｡ 老子者是依爲唐書也｡

七経の排列は二中歴と異なるが､ その注記のように､ これが釈奠の礼の順序で

あるからなのであろう｡ 明文抄の十三経についてみると､ 五経までの排列順序

が ｢毛詩､ 尚書､ 礼記､ 周易､ 左伝｣ であることは二中歴と同じであるが､ 二

中歴が五経に公羊､ 穀梁を加えて七経としているのに対して､ 明文抄は､ 周礼､

儀礼と続いている｡ その結果､ 明文抄の十三経の排列順序は､ 周礼→儀礼→公

羊→穀梁となって､ 二中歴の公羊→穀梁→周礼→儀礼という排列と異なってい

るが､ その点を除けば､ 十三経として収められている経書の総体は一致する｡

注記に ｢匡房卿｣ とあるのは､ 大江匡房であろう｡ その注記に ｢除老子可加爾

雅｡ 老子者是依爲唐書也｡｣ (老子を除いて代わりに爾雅を加えよ｡ 老子がここ

に置かれるのは､ 唐書に由来する) とある｡ この ｢老子｣ は､ ｢老子荘子｣ を

含めて指しているとみてよいであろうから､ 二中歴の注記に見えた､ ｢老子､

荘子は経としては数えられない｣ という考えと同趣旨であろう｡ 匡房は老子

(荘子) が十三経に入るのは､ 唐書に由来するという｡ 唐書が何を指すのか具

体的に明らかではないが､ ここまで見てきたところから推測して､ それが新た

に中国から伝わった経典釈文序録を指すものと考えていいのではないだろうか｡

『

経
典
釈
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と

『

全
経
大
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二中歴に注記を記した人､ あるいは匡房にとって承認しがたいのは､ 理由もな

く経書から爾雅を除いていること､ 経典釈文に従って経書ではない老子､ 荘子

を経書と合わせて十三経という学問体系を作りあげていることである｡ このこ

とは､ 頼長､ 二中歴､ 明文抄のように､ 新たに中国から伝わった学問体系をほ

ぼそのまま積極的に受け入れようとする人々が存在して､ それを批判するいわ

ば守旧派が存在したことを示している｡

時間の順から言えば､ ここに全経大意が置かれることになる｡ 全経大意に択

ばれている十三経は､ 先にも触れたが次のようである｡

周易､ 尚書､ 毛詩､ 周礼､ 儀礼､ 礼記､ 春秋左伝､ 公羊伝､ 穀梁伝､ 論

語､ 孝経､ 老子､ 荘子､

全経大意の十三経に収められている経書は明文抄などと同じであるが､ 全経大

意の排列順序が周易から始まる点は､ 釈文序録､ 頼長の分類に近く､ 二中歴､

明文抄などとは異なっている｡ ただし釈文序録や頼長と違って論語→孝経とい

う順であることは､ すでに触れた｡

さらに時代が下って､ 室町時代､ 亨徳甲戌 (1454) 十有一月の序をもつ 『撮

壌集』 下の ｢本書部 書籍名｣ に次のような記述がある｡

五經 周易十巻 尚書十三巻 毛詩廿巻 �記廿巻 左傳號春秋三十巻

七經 易 書 詩 � 周�十二巻 儀�十四巻 春秋

九經 易 書 詩 � 傳 周 儀 公羊十二巻 穀梁十二巻

十一經 易 書 詩 � 傳 周 儀 公 穀 論語 孝経

十三經 易 書 詩 � 傳 周 儀 公 穀 論 孝 老子二巻 荘

子三十三巻

撮壌集に記される五経から十三経までの排列順序は､ 全経大意のそれとまった

く同じで､ 釈文序録､ 頼長の分類に近い｡ ただし論語→孝経という順である｡

ここまで見てきてわかるように､ 十三経に収められている経書の総体に変わ

りはないが､ その排列順序には ｢詩→書→礼…｣ で始まる型と､ ｢易→書→詩…｣

で始まる型とあって､ 二中歴､ 明文抄は前者､ 頼長の分類､ 全経大意､ 撮壌集

などは後者であることが明らかになった｡ そして二中歴､ 明文抄には異論が注

記されていた｡ これら排列順序の異なりと異論の注記について考える手がかり
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が､ 平安中期に編纂されたといわれる 『口遊』 ｢書籍門｣ に記される｡ それは

次のようである｡

詩書礼易春秋謂之五経､ 上加公羊穀梁謂之七経､ 上加周礼義礼謂之九経､ 上

加論語孝経謂之十一経｡

今案世俗誦曰孝礼詩書論易傳､ 是非経次○也次第也

口遊は､ 五経を ｢詩､ 書､ 礼､ 易､ 春秋｣ の順に排列し､ その五経に公羊､ 穀

梁を加えて七経とし､ 七経に周礼､ 義礼を加えて九経とし､ さらに論語､ 孝経

を加えて十一経として､ そこで終わっている｡ この十一経は､ 排列順序までを

含めてすべて二中歴の十一経と一致し､ そして二中歴は､ この十一経に老子､

荘子を加えて十三経としたものであることがわかる｡ ということは､ 二中歴の

十三経は､ もともと口遊と同じ十一経が元になっていて､ それに老子､ 荘子が

加えられたものということになる｡ 二中歴は､ 十三経の中に老子､ 荘子が含ま

れるという点だけでいえば､ 釈文序録､ 頼長の分類と一致するが､ その本体と

なっている十一経だけを取りあげてみると､ 序録､ 頼長の分類とは異なって､

口遊の十一経と同じものなのである｡ 口遊は､ 老子､ 荘子を含まないこと､ そ

の成立時期などからみると､ 序録の影響を受ける以前の十一経の枠組みを伝え

ているように考えられる｡ ここから次のようなことがいえるのではなかろうか｡

頼長の分類は由来がはっきりしていて､ 序録という中国の新しい学問体系にほ

ぼそのまま従った ｢新型十三経｣ といえる｡ それに対して､ 二中歴のそれは､

序録の影響を受ける以前の日本に伝えられていた､ 口遊に記される十一経を基

礎として､ それに序録の考えに従って老子､ 荘子を加えた ｢折衷型十三経｣ で

ある｡ 頼長の分類と二中歴と､ 同じように老子､ 荘子を含む十三経であっても､

その因ってくるところはこのように異なっているのである｡

さらに鎌倉時代中期に編纂されたといわれる 『拾芥抄』 ｢経史部第廿三｣ に

は､ 次のような説が記されている｡

毛詩 尚書 �記 周易 左傳 已上謂之五經

周� 儀� 公羊傳 穀梁傳 已上加之謂九經

論語 孝經 孟子 爾雅 已上加之謂十三經

此内以孝�詩書論易傳七經､ 輪轉爲釋奠講書､

『

経
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拾芥抄が記すこの十三経には､ 爾雅が入っていて､ 老子､ 荘子は入っていない｡

そして孟子が入っている
(10)

という点で､ 頼長以来の釈文序録の影響を受けて作ら

れた十三経とは異なる､ 新たな十三経といえるのではなかろうか｡ ただし ｢毛

詩→尚書→礼記→周易｣ という次序は､ 口遊と同じである｡ そうした異なりは

あるものの､ 今われわれがいう十三経と同じ経書で構成された体系が､ 鎌倉時

代にすでに通行していたことがわかるのである｡

以上見てきた資料は､ 口遊､ 二中歴､ 明文抄､ 撮壌集､ 拾芥抄が事典項目的

記述であるのに対して､ 頼長の分類､ 全経大意の記述は､ 撰述者が確かな意図

をもって作ったものであるという異なりがある｡ そうした異なりがあるにして

も､ 頼長の分類と二中歴以下の十三経とでは､ 十三経に老子､ 荘子を含めてい

る点において､ 共通点がある｡ そうして頼長の分類が序録によったものである

ことは明らかであるから
(11)

､ これらの資料に記される十三経の体系が､ 老子､ 荘

子を含めているという点で､ 経典釈文序録に従ったものとみなすことができる｡

頼長から始まる経典釈文序録の影響を受けた学問の体系が､ 頼長以後､ 少なく

とも鎌倉から室町にかけて行なわれていたことがわかるのである｡

これまで述べてきたことを整理図示すれば次のようになろう｡

口遊 ｢十一経｣ →二中歴 ｢十三経｣ (口遊 ｢十一経｣ ＋老子・荘子) ≒明文

抄 ｢十三経｣

序録 ｢十四経｣ →頼長の分類≒全経大意 ｢十三経｣ ＝撮壌集 ｢十三経｣

ここで改めて注目すべきことは､ 口遊､ 二中歴､ 明文抄､ そして頼長の分類､

全経大意､ 撮壌集など日本で作られたこれらからは､ すべて爾雅が除かれてい

ることと､ 頼長の分類を除いて､ 論語→孝経という順序であることである｡ 頼

長の分類で爾雅を雑家に属させたことは､ こうした日本での古い時代からの爾

雅の扱いに倣ったものであろう｡ そして排列順序について､ 口遊に見える日本

で古くから行なわれていた十一経と同じ ｢詩→書→礼…｣ から始まるものか､

あるいは頼長の分類と同じ ｢周易→尚書…｣ から始まるものかという異なりは

あるとしても､ 老子､ 荘子を加えているという点において､ 新しく中国から伝

わってきた経典釈文序録の影響がきわめて大きかったことがわかる｡ いずれに

してもある時期から､ すべて老子､ 荘子が加わる十三経に変わってしまったの
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である｡ 二中歴の注記者､ あるいは匡房にとっては､ そのことが許容できなかっ

たのである｡

全経大意の十三経の位置づけを明らかにするために､ 頼長からはじめて､ 平

安から鎌倉､ 室町時代にかけて､ 経書のどれを選び､ どういう順序で排列する

かという学問体系について考えてきた｡ そして全経大意の十三経は､ 全体的に

見ると二中歴､ 明文抄の系列ではなくて､ どちらかといえば頼長の分類に近い

ものであることが明らかになった｡ 頼長の分類との違いとなるのは､ 論語と孝

経の順序だけで､ 爾雅を除外する点でも共通する｡ こうしてみてくると､ 全経

大意の撰述者が構成した十三経は､ 直接経典釈文の序録によったとみるよりも､

頼長の分類に従ったものとみるほうが理にかなうといえるから､ 経典釈文序録

と全経大意とは､ 間接的にかかわっているということになるのである
(12)

｡

二 『全経大意』 ｢書目｣ について

(１) ｢書目｣ の概要

先にも触れたように､ ここでいう全経大意の ｢書目｣ とは､ 全経大意が取り

あげる周易以下の各書に付された注釈書を指す｡ その注釈書は各書におおむね

四､ 五点が挙げられている｡ ここでは周易､ 尚書､ 論語､ 孝経を択んでその書

目を取りあげ例示し､ 検討を加える｡ 書目は次のようである｡

①周易十巻 王弼魏代人注

正義十四巻孔頴達唐世人 釋文一巻陸徳明唐代人

緯十巻鄭玄注後漢人 義十二巻張機撰

②尚書十三巻五十八篇 孔安國漢代人注

正義廿巻孔頴達 述議廿巻劉�
釋文二巻陸徳明

③論語十巻廿篇

注何晏集解

『
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疏二部一部二巻劉�一部十巻王侃

釋文一巻陸徳明

④孝經一巻 廿二章

注孔安國孔子十一世之孫漢代博士 述義五巻劉�
去惑一巻劉�撰 釋文一巻陸徳明

私記二巻周弘正撰 句命决六巻宋均注

①の周易に記される書目に､ 王弼の注が記されることは問題ない｡ 注目され

るのは､ それに孔頴達の正義及び釈文一巻が加わり､ さらに鄭玄の緯十巻､ 張

機の義十二巻という注釈が記されることである｡ 緯十巻の左に細字で ｢夫子作

緯以釋其義也｣ と添えられている｡ 撰述者が注釈としてここに緯書を択ぶ理由

を付記したものであろうか｡ また全経大意の書目全体に通じていえることであ

るが､ 書名の下の注釈者名には官名などは記されず､ 時に注釈者の時代が記さ

れるだけである｡ ここに記される注釈を日本国見在書目録で見ると､ [易家]

に ｢周易十巻魏尚書郎王弼注韓康伯注｣ ｢周易講疏十巻陳諮議参軍張機撰｣ ｢周易正義十

巻唐国子祭酒孔頴達撰｣ があり､ [異説家] に ｢易緯十巻鄭玄注｣ とある｡ 義十二巻

張機撰が日本国見在書目録の周易講疏十巻陳諮議参軍張機撰に相当するのであろう

が､ 巻数の違いはおくとして､ 書名になぜこのような違いがあるのかわからな

い｡ それから頼長が読んでいる周易関連の注釈を台記で見ると､ ｢周易十巻｣､

｢周易正義摺本｣､ ｢周易正義孔頴達｣､ ｢易正義｣､ ｢周易釋文｣ までであって､

｢易緯｣､ ｢義十二巻｣ は読んでいない｡ また隋志には､ ｢易緯八巻鄭玄注｡ 梁有九

巻｣､ ｢周易講疏三十巻陳諮議参軍張譏撰｣ と記され､ 巻数､ 書名に異なりがある｡

②の尚書について､ 孔安国の伝を記すことは問題がない｡ 書目は､ それに孔

頴達の正義及び釈文と劉�の述義二十巻を加えている｡ 日本国見在書目録には､
孔安国の注､ 孔頴達の正義､ ｢尚書述義廿巻隋國子助教劉�撰｣ を載せている｡ 台
記には､ ｢尚書十三巻｣､ ｢尚書正義二十巻｣､ ｢尚書音釋二巻｣ は記録されるが､

述義二十巻についての記載はない｡ 隋志には､ ｢尚書述義二十巻國子助教劉�撰｣
と記される｡
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③の論語について､ 何晏の集解を記すことは問題がない｡ それに加えて疏二

部として､ 一部二巻劉�､ 一部十巻王 (皇) 侃と記し､ さらに陸徳明の釈文を
加えている｡ ここに��の論語注疏を記さないのは､ 当時日本にまだ将来され
ていなかったか､ 将来されていたとしてもまだ広く読まれていなかったものか､

そこまではわからない｡ 日本国見在書目録には､ 何晏の集解と皇侃の論語義疏

十巻は見えるが､ 劉�の疏についての記載はない｡ 台記もまた ｢論語十巻｣ と
｢論語皇侃疏十巻｣ を記しているが､ 劉�の疏についての記載はない｡ 隋志に
は ｢論語義疏十巻皇侃撰｣ ｢論語述義十巻劉�撰｣ と見える
④の孝経について､ 孔安国の注を記すことは問題がない｡ 孝経はそれに加え

て劉�の述義と去惑､ さらに釈文､ 周弘正の私記､ 宋均の句命決を記している｡
ここに��の孝経注疏が記されていないのは､ 論語注疏と同じことが考えられ
よう｡ 日本国見在書目録は､ 劉�の孝経述義五巻､ 孝経去惑一巻､ 周弘正の孝
経私記二巻､ そして [異説家] に宋均の孝経句命決六巻が見える｡ 台記からは

｢孝經述義五巻｣､ ｢孝經去惑 (孝經其或) 一巻｣ を読んでいることがわかる｡

さらに隋志には､ ｢古文孝經述義五巻劉�撰｣､ ｢孝經私記二巻周弘正撰｣､ ｢孝經勾
命決六巻宋均注｣ などが見える｡

周易､ 尚書､ 論語､ 孝経の書目について､ 日本国見在書目録､ 台記､ 隋志と

比較しながら検討した｡ そこから明らかになることは､ 書目に引かれる注釈書

は､ 日本国見在書目録及び隋志にほぼ記載されている
(13)

が､ 台記にはそのすべて

が見えるわけではない｡

全経大意に記される書目の注目すべき点として､ 各書に注 (あるいは伝) だ

けでなく正義 (あるいは義疏) が注釈書として記され､ それに加えて経典釈文

が記されていて､ 以上があたかも基本の注釈となっているように見えることで

ある｡ 全経大意が撰述された時期には､ すでに正義 (義疏) 及び経典釈文
(14)

が広

く行われ､ その有用性が認められていることを反映しているのであろう｡ この

ことは､ 現在に伝わる鎌倉時代の古抄本に､ 正義や釈文が書き入れられている

ことからも裏づけられる｡ 全経大意の書目に記されるこれらの注釈書から､ 当

時の日本における経書研究が､ 一定の学問的レベルに到達していることをうか

『
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がい知ることができるであろう
(15)

｡

(２) ｢書目｣ に記されている注釈書についての疑問

先にあげた書目､ たとえば周易の書目に､ 王弼注､ 孔頴達正義､ それに釈文

一巻を記すことについては､ 当時これらの注釈がすでに日本に存在し､ 読まれ

ていて､ 基本的な注釈とみなされていた状況を反映したものといえる｡ そのこ

とを根拠に､ 書目に記される注釈が､ すべて当時の日本に存在し､ 読まれてい

たものといえるのであろうか｡ もしそうであるならば､ ｢緯十巻鄭玄注後漢人｣

｢義十二巻張機撰｣ の二書についても､ 当時これらの注釈が日本に存在していた

ことになる｡ 全経大意の書目は､ ｢緯十巻鄭玄注後漢人｣ の傍らに細字で､ ｢夫子

作緯以釋其義也｣ と記している｡ この注は､ 鄭玄の易緯を注釈書としてここに

択んだ根拠を記したものとしては有効であろうが､ 有効なのはそこまでであっ

て､ 易緯が実際に日本に存在し､ 読まれていたのかどうかまでを明らかにして

いるわけではない｡ また ｢義十二巻張機撰｣ についても､ 日本国見在書目録に

は記されるが､ それ以外からは存在が見えてこない｡ 同じことは､ 尚書に ｢述

義廿巻劉�｣ を､ 論語に ｢疏二巻劉�｣ を､ 孝経に ｢私記二巻周弘正撰｣ ｢句命决

六巻宋均注｣ を挙げていることについても､ 実際に読まれていたことを示す確

かな根拠が見えてこない｡

書目を見ていて気づくことは､ 劉�の注釈が多く採られていることである｡
それを挙げると､ 尚書､ 毛詩､ 左伝に劉�の ｢述義｣ を示し､ 論語には皇侃の
疏に併せて劉�の ｢疏｣ を示し､ 孝経には劉�の ｢述義｣ と ｢去惑｣ を示して
いる｡ 劉� (546？ 613？) の著述として 『隋書』 ｢儒林伝｣ の劉�伝は､ 『論
語述義』 十巻､ 『春秋攻昧』 十巻､ 『五經正名』 十二巻､ 『孝經述義』 五巻､ 『春

秋述義』 四十巻､ 『尚書述義』 二十巻､ 『毛詩述義』 四十巻､ 『注詩序』 一巻､

『算術』 一巻を記し､ これらがいずれも世に行なわれたという｡ この伝の記述

からみて､ 劉�の述義と呼ばれる注釈のほとんどが全経大意の書目に択ばれて
いることに気づくのである｡ このうち孝経述義については頼長も読んでおり､

その佚文も伝わっているから､ 日本に将来されていたことは確かで､ それを書

目が注釈として挙げていることは､ 当時読まれている注釈を示したものとして
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理解できる｡ ところがそれを除く尚書､ 毛詩､ 左伝､ 論語についての劉�の述
義は､ 日本に将来されていたのであろうか｡ それを疑うひとつの理由は､ これ

らの述義を頼長も読んでいないことである｡ さらにいえば読んでいないばかり

でなく､ 頼長の当時日本には将来されていなかった可能性が高い｡ というのも

頼長が､ 仁平元年 (1151) 九月二十四日付けで宋の商人劉文冲に渡した書籍の

購入目録に､ ｢(尚書) 述義､ (毛詩) 述義､ (左伝) 述義､ (論語) 述義｣ の入

手を依頼しているからである｡ ただ頼長はこの五年後には保元の乱で敗死して

いるから､ 入手を依頼したこれらの書物をかりに頼長は手にすることがなかっ

たとして､ あるいはそれが後になって日本に将来されているかも知れない｡ そ

のような可能性を認めつつも､ これら述義の日本伝存を疑うもうひとつの理由

は､ 頼長も読んでいる孝経述義については佚文が残存しているのに対して､ 尚

書､ 毛詩､ 左伝､ 論語の述義については､ その佚文が残存していることを聞か

ない｡ 注 (伝)､ 正義､ 釈文などのように､ たしかに存在した注釈に合わせて､

これら存在が疑わしい述義が書目に択ばれ記されているのである｡ このように

考えると､ 全経大意の書目に記される注釈が､ すべて当時の日本に存在し､ 読

まれていて､ 基本的な注釈と認められていて､ 全経大意の撰述者は､ そうした

状況にもとづいて書目を撰述したと想定することが､ 疑わしくなってくるので

ある｡

(３) 『台記』 の読書記事と 『全経大意』 の ｢書目｣

それでは全経大意の撰述者は､ 書目に記す注釈書を択ぶのに何かほかに拠り

どころがあったのであろうか｡ ひとつの可能性として考えられるのが､ 頼長と

のつながりである｡ 公羊伝の書目に ｢解微十一巻｣ が挙げられていて､ これが

頼長の台記にもしばしば登場する 『公羊解徽』 であることについては､ 後藤昭

雄氏にすでに詳細な考證が見える
(16)

｡ ところで台記に周易正義と共によく読まれ

ているものに 『周易會釋』 十一巻がある｡ この周易会釈は､ ほかの目録などに

は見えない書物で､ どのような注釈か詳細は不明であるが
(17)

､ もし頼長と全経大

意との間に何らかの関連があるのであれば､ この周易会釈なども全経大意の書

目に当然挙げられて然るべきものと考えられる｡ また老子について全経大意の

『

経
典
釈
文』

と

『

全
経
大
意』
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書目は､ 注として王弼､ 河上公を挙げ､ 疏として周弘正､ 唐玄宗皇帝御製を挙

げ､ それに賈大隠の 『老子述義』 を加えている｡ 一方頼長が読んでいる老子は､

台記によれば ｢老子二巻｣､ ｢三注老子｣､ ｢老子述義｣ である｡ 頼長が読んでい

る老子二巻､ 三注老子とはどのような注釈なのか､ 残念ながら台記にそこまで

の言及がないから､ それが全経大意の書目に疏として記される周弘正､ 唐玄宗

皇帝御製とかかわるのかどうか､ 明らかにすることができない｡ 両者に確実に

共通することが認められるのは老子述義のみである｡

この点に関連して注目したいのは､ 全経大意の書目が老子､ 荘子については､

経書の記述に倣って注と疏を分けて記していることである｡ ここで繰り返し触

れることになるが､ 台記が老子について､ 老子二巻､ 三注老子､ 老子述義を記

すのに対して､ 全経大意の書目では､ 老子に ｢注皇輔嗣／漢文帝時河上公｣ として

王弼､ 河上公を挙げ､ 疏として ｢疏六巻周弘正／唐玄宗皇帝御製｣ ｢老子述義十巻

唐賈公大隠撰｣ として老子述義などを挙げている
(18)

｡ 荘子について､ 台記は ｢荘子

三十三巻｣ とだけ記していて､ 巻数から見て､ これは郭象注であろうが､ 郭象

の名は記していない｡ それに対して全経大意の書目は､ ｢注郭象｣ と記し､ ｢疏

十二巻張機｣ と記している｡ 張機の注釈が伝わらないから確定的なことはいえ

ないが､ 隋志に 『荘子講疏』 二巻張譏撰のように記されているから､ 全経大意

の書目が疏に分類することは認められるであろう｡ このように台記は老子､ 荘

子については老子述義を除いて注釈者名を記さないが､ 一方の全経大意は､ 注

釈者名を記し､ しかもそれを注と疏に分けていて､ 両者の記述を対照すると､

明らかな水準の差を認めざるを得ないのである｡

台記の読書記述と全経大意の書目を比較してみると､ 両者に共通するのは当

時の日本に伝流していたことが確かな注釈に限定され､ それ以外の注釈につい

ては､ 台記と全経大意とはそれぞれが別々の注釈にかかわりあっているように

みえる｡ たしかに台記の記述にも､ 不確かな点がある｡ しかし台記の記述は頼

長の読書記録であるから､ 当時日本に存在し､ 頼長が読んだことは確かである｡

そうした視点で全経大意の書目を眺めると､ 書目に記される注釈書には当時日

本に存在したことを疑わせる注釈まで記されていることから考えると､ 全経大

意の撰述者はどのような資料と方法を用いて書目を編纂したのであろうか｡ 全
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経大意に記される書目中のあるものは､ たしかに当時日本に存在し､ 読まれ､

基礎資料と認められていたものである｡ それを認めたうえで､ あえて推測すれ

ば､ 全経大意の書目のあるものは､ すでに作られている同類の資料に依拠して

再構成したのではないのかという疑問が残る｡

(４) 『全経大意』 ｢書目｣ の位置づけ

わたしは頼長の経書研究を評価して､ その特長を､ 注 (伝) を用いただけで

なく､ 正義や義疏､ さらに経典釈文を用いたことであるとした｡ 頼長は経典釈

文序録を読むことで､ 経学の全体像を知り､ さらに自分が読んだ書物を分類し､

また左伝の釈文については正義と合わせて読んで､ 杜預注だけでは十分理解で

きなかったところを補っている｡ ただ頼長が読んだ経典釈文は､ 序録､ 左伝､

周易に限られたようで､ 他の音義への言及はない｡ その理由を台記から明らか

にすることはできないが､ 頼長が序録､ 左伝､ 周易釈文を重視していることか

ら考えて､ 釈文を見ることができる条件がありながら見なかったとは考えられ

ない｡ 思うに､ 当時の経典釈文は､ 経ごとにそれぞれ単行していたため､ 何ら

かの理由があって､ 他の部分を読むことができなかったのであろう｡ しかし序

録を読むことで､ 経典釈文全体がどのように構成されているかは知っているは

ずで､ 周易､ 左伝以外の経書を読む際にも､ 経典釈文を参考すべきものと考え

ていたのであろう｡

一方全経大意の撰述者は､ 老子を除いて､ そのほかのすべてに注釈として経

典釈文を記している｡ その老子についても､ 書目には経典釈文を欠いているが､

｢引文｣ には経典釈文を引いているから､ 書目に釈文を記していないのは単純

な誤りであろう｡ このようにみてくると､ 頼長と全経大意との両者の置かれて

いる経書研究の環境に､ 大きな差異があるように思える｡ 頼長が経典釈文に強

い関心を示しながらも､ 参考としたのは序録､ 左伝､ 周易釈文に限られるのに

対して､ 全経大意では､ すべての経書の注釈として経典釈文を記している｡ ま

た頼長は､ その読書記録の経家の末尾に経典釈文七巻とまとめて記すのは､ 読

書記録として位置づけているからであろう｡ それに対して全経大意が､ 全経大

意に収められる十三の経書のそれぞれに､ 経典釈文を注釈のひとつとして示し

『

経
典
釈
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と
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全
経
大
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ている点に注目したい｡ それは先例があって従ったのか､ それとも全経大意の

撰述者の考えでそのようにしたのか､ もし後者であるならば､ その点を高く評

価したいと考える｡ あるいは全経大意の撰述者が見た経典釈文が､ 経ごとにそ

れぞれ別行する形であったため､ それに従ったということなのかもしれない｡

いずれにしても､ 経典釈文を経書のひとつの注釈と位置づける全経大意のよう

な書物が撰述されるためには､ 頼長から百五十年の時間を必要としたのであろ

う｡ 全経大意の書目は､ 頼長が目指した経書の研究法が一定の水準に到達し､

条件が整ったことを示しているのである｡

まとめ

『全経大意』 は､ 撰述者は不明ながら､ 鎌倉時代に編纂された､ 当時として

は他に類を見ない優れた中国学研究導論である｡ それは周易､ 尚書をはじめと

する十一種の経書に､ 老子､ 荘子を合わせて十三種の経書 (十三経) について

の研究の手引きを記したものである｡ 全経大意以前も､ 経書に老荘を合わせて

十三経とする学問体系は作られていた｡ そうした体系の根拠となったのは､ 中

国から新たに伝えられた経典釈文序録である｡ しかし序録にそのまま従ってい

るのではなくて､ 爾雅を除くことや論語孝経の排列順序などに､ 日本人の手に

よる部分的な修改が施されている｡ 序録の体系を取りいれた人として､ とりあ

えず藤原頼長を挙げてみたが､ あるいは彼以前にすでに経書に老荘を合わせた

十三経が行なわれていたのかもしれない｡ このようにして構成された十三経が

新しい学問体系として､ 平安時代末から室町時代にかけて行なわれていたので

ある｡ 全経大意も､ 経典釈文に直接従ったのではなくて､ 当時日本で行なわれ

ていた十三経の学問体系に従ったものであろうと考えた｡

全経大意は､ その十三経の各書について､ 巻数､ 篇数を記し､ さらに注釈書

数点 (｢書目｣) と概要 (｢引文｣) を記している｡ 書目は､ 正義・疏､ 義疏､ 経

典釈文､ 場合によっては緯書を加えて構成されているが､ それらすべてが当時

日本に存在し用いられていた注釈書から択ばれたものかどうか､ 疑問がないわ

けではない｡ というのもその書目の中には､ 当時の日本に存在したことが疑わ

18



れる注釈書も､ 加わっているからである｡ 書目がどのような資料を用い､ どの

ような基準で編纂されたものか､ すべてを明らかにすることができなかった｡

あるいは全経大意の書目に先立って作られた､ 同様の資料が存在しているのか

もしれない｡

書目がとりわけ注目に値するのは､ 頼長から始まる経書を伝注､ 正義・疏､

そして経典釈文で読むという方法が､ すべての経に示されていることであろう｡

頼長から百五十年後､ 彼が目指した経書研究法の完成した形がここに示されて

いるといえる｡

全経大意の撰述者はまた､ 各経の正義､ 疏の序文､ 経典釈文序録などから適

宜文を採ってきて排列し､ それでもって概要を明らかにしようと試みている｡

それを引文と名づけたが､ その引文には､ 撰述者が意図しなかった効用が残さ

れていた｡ それは鎌倉時代には存在したが､ 現在では佚書となってしまってい

る資料からの引文が残っていること､ たとえば孝経述義､ 老子述義などの佚文

が引文に引かれてみえることなどがそれである｡ また論語義疏のように､ 現在

伝存するテキストはすべて室町以後のテキストであるが､ 全経大意の引文によっ

て､ 断片的ながら鎌倉時代の遺文を知ることができることである｡ (本論では

紙幅の関係から ｢引文｣ にかかわる部分は省かざるを得なかった)

経典釈文の音義部分については､ 頼長がすでに経書に書き入れて字音・字句

の異同を知る参考資料として用い､ またその後にも経書に経典釈文の音義部分

の書き入れが多く残されていて､ 経典釈文の研究に有効である｡ しかし序録が

どのように用いられたかについて知りうる資料はなかったといっていい｡ それ

を知りうる資料として､ 高い価値をこの資料に認めるものである｡

(注)

(１) 『全経大意』 は大阪府河内長野市真言宗寺院金剛寺に所蔵される資料で､ 後藤昭

雄氏によって見出された｡ 本資料についての全体的な問題と翻刻とは､ 同氏の以下

の二篇の論文によって明らかにされている｡

① 『全経大意』

金剛寺蔵 『全経大意』 翻刻

② 『全経大意』 と藤原頼長

『
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①②ともに､ 同氏著 『本朝漢詩文資料論』 (勉誠出版 2012年11月30日刊) に収め

られている｡ また全経大意の文献上のあらましは､ 後藤氏の調査によると次のよう

である｡

『全経大意』 は､ 列帖装一冊､ 縦一五・五cm､ 横二二・七cm｡ 横長の本である､

料紙は楮紙打紙｡ 三括よりなり､ 墨付三十二丁､ 後に遊紙一丁がある｡ 押界があ

る｡ 外題､ 内題はなく､ 尾題に ｢全経大意｣ とある｡ なお表紙に ｢天野山／金剛

寺｣ の方朱印を押す｡

奥書は次のとおりである｡

永仁四年丙申卯月十四日酉／尅終書写了

永仁四年は一二九六年｡ 次の行に墨滅の跡があるが､ ここに書写者の名が書かれ

ていたはずである｡ ちょうどその裏に当たる箇所に ｢正円之｣ の三字が書かれて

いるが､ 本文､ 奥書とは字体が異なる｡ 本書を所持していた人物の署名であろう｡

(後藤昭雄 『本朝漢詩文資料論』 255ページ)

(２) 所収の各書についての注釈書の記述が整っていないことは､ 本書が十分な推敲を

経ていないことを疑わせる｡ さらに注釈者について､ ｢周易十巻 王弼魏代人注｣ ｢正

義十四巻孔頴達唐世人｣ ｢釋文一巻陸徳明／唐代人｣ などと､ 異なる時代表記をしてい

ることも､ 中国人の手になったものとは考えにくい｡

なお本資料は祖本ではなく､ 残存する転写本の一本であろう｡ そのことは､ ｢也｣

字を ｢之｣ 字に訂正している個所がいくつか見えることが､ ひとつの根拠となる｡

本資料では ｢也｣ と ｢之｣ とは明確に区別されているが､ この二字は､ 場合によっ

ては区別しがたいことが多い｡ この写本においても､ 初めに転写した人はこの二字

を写し違えて ｢也｣ と書いてしまったもので､ それが訂正されている｡

(３) 全経大意と経典釈文とのかかわりを､ 経典釈文全体ではなくて序録に限定して考

えるひとつの理由として､ 全経大意の編者が見た経典釈文が､ 今行なわれている経

典釈文のように全書がまとまっているのではなくて､ 頼長が見た釈文と同じように､

序録､ 左伝音義とそれぞれの音義が単行されていたのではないかとみるからである｡

(４) 藤原頼長とその読書記録の分類については､ 拙稿 ｢ある中国研究者の早すぎた死―

藤原頼長の経書研究を中心として｣ 『王朝人の婚姻と信仰』 (2010､ 森話社) 所収)

を参照｡

(５) これは後でも触れるが､ 『口遊』 という平安時代中期に作られた子供向けの教養

書の ｢書籍門｣ に記される ｢十一経｣ に､ すでに爾雅は収められていない｡ またそ

の ｢十一経｣ では､ 論語→孝経の順に排列されている｡ こうしたことを明らかにす

るには､ 頼長からさかのぼって､ 当時の日本で爾雅という資料がどのように読まれ

ていたのか､ ということを明らかにする必要があろう｡

(６) 隋書経籍志孝経の項に ｢孔子既敍六經､ 題目不同､ 指意差別､ 恐斯道離散､ 故作
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孝經, 以總會之､ 明其枝流雖分､ 本萌於孝者也｣ と記し､ 論語の項に ｢論語者､ 孔

子弟子所録｣ と記すから､ 隋志は､ 孝経を孔子の作､ 論語を孔子の言葉を弟子が記

録したものと判定して､ その排列の次序を変えたものであろう｡

(７) 注 (５) の口遊に記される ｢十一経｣ では､ 論語→孝経の順に排列されているこ

となどが拠りどころとなるであろう｡

(８) 陸徳明は当然のことながら老子､ 荘子が子書に属することを知っていて､ それに

もかかわらず､ 子書に属する老子､ 荘子を経書に合わせたのである｡ そのことは

｢序録次第｣ の老子に ｢雖人不在末､ 而衆家皆以為子書､ 在経典之後､ 故次於論語｣

と記し､ 同じく荘子の項に ｢雖是子書､ 人又最後､ 故次老子｣ と記すことからも明

らかである｡ そして､ 当時の考えと異なって､ 経書と老子､ 荘子を合わせ､ 爾雅を

その後に置いたのは､ 陸徳明の考えによるものであるらしい｡ そのことは ｢序録次

第｣ の爾雅の項に､ ｢衆家皆以爾雅居經典之後､ 在諸子之前､ 今微爲異｣ とあるこ

とからそう推察するのである｡

(９) 二中歴の成書については建保 (1213 1218) 以後､ 承久 (1219 1221) 以前の間

とする｡

(10) 拾芥抄が記す十三経は､ そこに孟子が組み入れられていることに特色があるとい

える｡ 中国において孟子が組み込まれる十三経は､ 宋の宣和６年 (1124) に作られ

た蜀石経に見える｡ 次のようである

經數爲周易､ 尚書､ 毛詩､ 周禮､ 儀禮､ 禮記､ 春秋左氏傳､ 孝經､ 論語､ 爾雅､

曰九經､ 一曰十經､ 又公羊傳､ 穀梁傳､ 曰十二經､ 又孟子､ 曰十三經､

拾芥抄には孟子が入っているが､ 二中歴の注記､ 明文抄に記される匡房の注記に､

孟子が含まれるかどうかは定かではない｡

(11) ここで頼長だけに限定しているが､ あるいは二中歴などがもとづく記事が頼長に

影響を与えているのかもしれない｡ これを明らかにするには､ 二中歴の素性を明ら

かにする必要があろう｡

(12) もちろん全経大意の撰述者が､ 直接頼長の分類に従ったということまではいえず､

経典釈文序録に従った可能性も捨てきれない｡ その場合には､ 序録に従いながら､

当時日本で行なわれていた十三経から爾雅が除かれていることに従って爾雅を除き､

論語､ 孝経の順序も日本で行なわれていた次序に従ったということになろう｡ その

結果､ 頼長の分類と近くなった､ ということになる｡

(13) ここで日本国見在書目録の性格が問題となってくる｡ この目録が当時日本に存在

した書物の目録であるならば､ 書目に記される注釈も実際に存在した注釈によった

ということができるが､ そうではなくて､ 日本国現在書目録が他の目録を参照して

作ったものであるならば､ 書目に記される注釈も､ その実在性が疑わしくなってく

るのである｡

『

経
典
釈
文』

と

『

全
経
大
意』
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(14) 経典釈文を全経大意の撰述者が､ 周易､ 尚書､ 論語､ 孝経に限らずすべてに挙げ

ていることは､ 序録によった可能性も否定できないが､ もし各書の経典釈文を実際

に見ていてこのように記しているのであれば､ その経典釈文は､ 各経ごとに単行さ

れている経典釈文ではなくて (頼長が見ている釈文は､ 各経ごとに単行されていた)､

経典釈文としてまとまっているものであろう｡

(15) 書目に引かれる正義､ 疏､ 義疏をすべて記すと次のようである｡

周易 (正義､ 張機の義)､ 尚書 (正義､ 劉�の述義)､ 毛詩 (正義､ 劉�の述義)､
周礼 (疏)､ 儀礼 (疏)､ 礼記 (正義､ 皇侃の疏､ 崔霊恩の義宗､ 梁武帝の大義)､

左伝 (正義､ 劉�の述義)､ 公羊 (解徽)､ 穀梁 (楊士勲の疏)､
論語 (劉�､ 皇侃の疏)､ 孝経 (劉�の述義､ 去惑)､ 老子 (周弘正､ 玄宗の疏､ 賈

大隠の述義)､ 荘子 (張機の疏)

(16) 後藤昭雄 ｢『全経大意』 と藤原頼長の学問｣ 参照｡

(17) この周易会釈について､ 私は義疏に類する書物ではないかと推定したが､ 今は､

頼長が自分で編纂した周易についての筆記であるかもしれないと考えている｡ この

ことについては前掲拙稿 ｢ある中国研究者の早すぎた死 藤原頼長の経書研究を中

心として｣ を参照｡

(18) 賈大隠の老子述義が義疏であるかどうかについては､ 古勝隆一 『中国中古の学術』

下篇 中古註釈書研究第二章 賈大隠の 『老子述義』 参照｡
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